
 
 

 

支援の名称 
新たな木材需要創出総合プロジェクト事業のうち 

地域材利用促進のうち木質バイオマスの利用拡大 

制度の 

趣旨・背景 

木質バイオマスのエネルギー利用に向けた取組について、相談・サポート体制の

構築による支援と、技術開発等への支援を実施します。 

制度の 

内容 

地域密着型の小規模発電や熱利用など木質バイオマスのエネルギー利用等の促進

に向け、サポート体制の構築、燃料の安定供給体制の強化、技術開発・調査等を支

援します。 

（２８年度の公募は終了しています。） 

■補助率 

定額 

■対象事業 

・木質バイオマス利用支援体制構築事業（相談・サポート体制の確立等） 

全国各地の木質バイオマス関連施設の円滑な導入に向けた相談窓口の設置や

課題解決に必要な技術者の派遣の支援、小規模発電の取組の支援等のサポート

体制の構築等を行います。 

・木質バイオマス加工・利用システム開発事業 

未利用間伐材等を原料とする木質バイオマスの高付加価値製品や発電効率の

高い新たな木質バイオマス発電システム等の開発・改良等への支援を行います。

対象と 

なる方 
民間団体等 

問い合わせ 

先など 

農林水産省 林野庁 林政部 木材利用課 木質バイオマス推進班 

TEL：03-6744-2297 
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